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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成21年11月12日(2009.11.12)

【公表番号】特表2009-509679(P2009-509679A)
【公表日】平成21年3月12日(2009.3.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-010
【出願番号】特願2008-533691(P2008-533691)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   5/151    (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/157    (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/154    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   5/14    ３００Ｄ
   Ａ６１Ｂ   5/14    ３００Ｌ
   Ａ６１Ｂ   5/14    ３００Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月25日(2009.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料採取部位の皮膚表面に形成された切開口から体液試料を得るための構造体において
、
　皮膚表面を突刺すための形状をした第１端部、およびその第１端部と連通する内部ルー
メンとを有する少なくとも１つの皮膚貫通部材と、
　少なくとも１つの皮膚貫通部材と作動的に組合わされた少なくとも１つのアクチュエー
タと、
　少なくとも切開口の形成よりも前に、試料採取部位で体液を容易に流出させるように構
成された少なくとも１つの促進装置とを含み、
　内部ルーメンを通して体液を移送する間、切開口を塞いだ状態になるように少なくとも
１つの皮膚貫通部材を少なくとも１つのアクチュエータが位置づけるようになされている
構造体。
【請求項２】
　少なくとも１つの皮膚貫通部材がマイクロ針を含む請求項１に記載された構造体。
【請求項３】
　少なくとも１つのアクチュエータがばねを含む請求項１に記載された構造体。
【請求項４】
　ばねが捩りばねを含む請求項３に記載された構造体。
【請求項５】
　捩りばねが少なくとも１つの皮膚貫通部材を切開口を塞いだ状態にする中立位置を含む
請求項４に記載された構造体。
【請求項６】
　少なくとも１つの皮膚貫通部材の貫通深さを制限する積極的な止め部材を備えていない
請求項４に記載された構造体。
【請求項７】
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　少なくとも１つの促進装置が試料採取部位に対して真空圧、正圧、熱、振動、または局
部薬剤を与えるための装置を含む請求項１に記載された構造体。
【請求項８】
　促進装置が試料採取部位に真空圧を作用させるような形状に構成されたポンプを含む請
求項１に記載された構造体。
【請求項９】
　ポンプと作動的に関連された制御装置を更に含む請求項８に記載された構造体。
【請求項１０】
　ハウジングに配設された受承部材、または、使用者の皮膚上の試料採取部位に適合する
ように構成された付属部材を更に含む請求項１に記載された構造体。
【請求項１１】
　前記受承部材が開口を有し、該開口が約３～８ｍｍの直径または長径を有する請求項１
０に記載された構造体。
【請求項１２】
　受承部材がエラストマー製シールを含む請求項１０に記載された構造体。
【請求項１３】
　請求項１に記載された構造体を含む一体型の体液採取・分析装置。
【請求項１４】
　少なくとも１つの分析物質定量部材を更に含む請求項１３に記載された一体型の体液採
取・分析装置。
【請求項１５】
　分析定量部材が検定パッドと、その検定パッドと光学的に通じた検出装置とを含む請求
項１４に記載された一体型の体液採取・分析装置。
【請求項１６】
　検出装置が少なくとも１つのＣＭＯＳを基にした検出部材を含む請求項１５に記載され
た一体型の体液採取・分析装置。
【請求項１７】
　検出装置がＣＭＯＳを基にした検出部材の直線アレーまたは面積アレーを含む請求項１
６に記載された一体型の体液採取・分析装置。
【請求項１８】
　前記促進装置と協働するように組み合わされた制御装置を更に含み、また、前記分析定
量部材が、前記制御装置と協働するように組み合わされ、もって前記促進装置が少なくと
も一部分で前記制御装置によって前記分析定量部材から受取ったフィードバックに基づい
て制御されるようになされている請求項１４に記載された一体型の体液採取・分析装置。
【請求項１９】
　使い捨てカートリッジに配置された、複数の皮膚貫通部材、複数のアクチュエータ、お
よび、複数の分析定量部材を更に含み、カートリッジを交換せずに一体装置を使用して複
数回の試験を実行できる請求項１４に記載された一体型の体液採取・分析装置。
【請求項２０】
　前回の試料採取実施後に、新しい皮膚貫通部材、アクチュエータおよび分析定量部材を
使用できるようにするために、カートリッジが移動可能である請求項１９に記載された一
体型の体液採取・分析装置。
【請求項２１】
　手持ち式の作動、着用されての作動、または使用者の選択に応じた手持ち式または着用
式の切替作動ができるように構成された請求項１３に記載された一体型の体液採取・分析
装置。
【請求項２２】
　装置が指先での試料採取、代替部位での試料採取、または使用者の選択に応じた指先／
代替部位での切替え式試料採取ができるように構成された請求項１に記載された構造体。
【請求項２３】
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　請求項１に記載された構造体を用いて、皮膚表面の試料採取部位に形成された切開口か
ら体液を採取する方法において、
　試験手順を自動的または手動で開始する段階と、
　試料採取部位に促進手段を当てる段階と、
　皮膚貫通部材を皮膚表面に突刺して切開口を形成するように該皮膚貫通部材を作動させ
る段階と、
　皮膚貫通部材によって切開口を塞いだ状態にする段階と、
　皮膚貫通部材の内部ルーメンを通して体液を移送する段階とを含み、
　皮膚貫通部材の作動前、皮膚貫通部材の作動中、または皮膚貫通部材の作動後のうちの
１つ以上の時期に、促進手段が試料採取部位に適用されるようになされている体液採取方
法。
【請求項２４】
　前記受承部材が前記試料採取部位の上に置かれた時にこれを感知するように構成され配
設されたセンサーを更に含み、前記試料採取部位の感知がなされた時に、前記促進手段が
自動的に起動されて、前記少なくとも１つの皮膚貫通部材が皮膚内に動かされるようにな
っている請求項１０に記載された構造体。
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